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○議長（飯田英樹君） おはようございます。会議開催にあたり申し上げます。今定例会は、マスク

の着用や入場時のアルコール消毒等のご協力をお願いした上で、議場での傍聴を許可することとい

たしました。 

  また、これまで同様に、議員、執行部一同もマスク着用にて出席をいたします。 

  それでは、携帯電話をお持ちの方は、電源を切っていただくか、マナーモードに設定してくださ

るよう、お願いいたします。 

  カメラ撮影、野次、拍手につきましては禁止となっておりますので、ご協力をお願いいたします。 

  議場内では、職員が広報・記録用として会場内の写真撮影をしておりますので、ご理解とご協力

のほど宜しくお願いいたします。 

  なお、本日の会議出席者につきましては、タブレットの使用を許可することと併せ、職員を対象

にインターネット上でのライブ配信を行いますので、ご了承のほど宜しくお願いいたします。 

 

 

開議 午前 ９時３０分 

 

          ◎開議の宣告 

○議長（飯田英樹君） ただいまの出席議員は12名であります。 

  これより令和5年第1回大洗町議会定例会を開会いたします。 

  本日の会議を開きます。 

 

 

          ◎会議録署名議員の指名について 

○議長（飯田英樹君） 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第128条の規定により、4番 伊藤 豊君、5番 石山 淳君を指名

いたします。 

 

 

          ◎一般質問 

○議長（飯田英樹君） 日程第2、町政を問う一般質問を行います。 

  通告順位、質問要旨は、お手元に配付しました一覧表のとおりであります。 

 

 

             ◇ 小 沼 正 男 君 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 
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○６番（小沼正男君） おはようございます。私も今日は久々に一般質問ということで緊張しており

ますので、今日はですね是非とも宜しくお願いしたいと思います。 

  通告のなかでも、これからの大洗ということで、普段ですね話のなかにも非常に人口減少のなか

で昨年生まれた赤ちゃんの数が100を切ったというような状況の話を聞きますと、本当にこれからの

大洗どうなるんだろうということで非常に心配しているところであります。そういったなかでです

ね、やはり何が一番重要かといいますと、やはりこれからの人口対策というのは、この町にとって

も非常に重要なものになってくるんではないかなというふうに思っておりますので、そういうなか

で、この働き方ですね。大洗の町のなかには各産業いろいろあります。そういうなかで、総合計画

のなかでも、これからの大洗の各産業の在り方というのが示されているわけでありますが、そうい

うなかでですね今後、5年、10年後どのように各課が考えているのかということで質問をさせていた

だきたいと思います。 

  そういうなかで、私も農業を本職でやっておりますが、そういうなかで、今日はまず初めに、農

水の課長に今後の農業はどのような方向性をもって考えているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（飯田英樹君） 農林水産課長 中﨑亮二君。 

○農林水産課長（中﨑亮二君） 先ほどの小沼議員の質問にお答えしたいと思います。 

  まず初めにですね、大洗町の、本町の農業の現状でございますが、全国的に他の市町村同様にで

ありますけれども、少子高齢化によりまして農家の担い手、そして育成、確保が求められていると

ころでございます。そしてですね、現在、大洗町の専業農家でございますけども、約40戸ありまし

て、10年前と比較しますと約35％の減少をしているところでございます。加えて、そのなかで農業

の中核となる認定農業者についてはですね、横ばいの状態で現状維持の40の経営体になっていると

ころでございます。 

  そういったなかで、先ほどお話ありましたとおり、将来、10年後を見通しますと、後継者のいな

い農家の方が引退しますと、本町を担う農業者はですね、約4分の3に減少する見込みということで

推計されているところでございます。 

  そういったなかで、そのような人口減少のなかで、引き続きですね担い手である認定農業者の経

営体などがですね持続的に農業を経営し、そして次の次代の後継者に引き継がれますように生産基

盤の確保、そして新しい技術、機械等の導入を支援していくということが必要だと認識しておると

ころでございます。そして、昨日もお話しましたとおり、大洗町の農業振興、そして農業の支援に

つきましては、魅力ある農業経営の支援を目的といたしまして、具体的にはですね国、そして県と

連携を図りながら生産性を高める農地の基盤整備に取り組みまして、そして農地の集積を図り、効

率的な耕作ができる環境づくりに努めることが肝要だと思っております。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 

○６番（小沼正男君） そうですね、非常にこれから基盤整備というのは、非常に重要なものとなっ

てくると思います。 

  そういうなかでですね、今、向谷原地区も今進んでいる状況でありますけれども、この向谷原地
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区、今どのような状況で進んでいるのか、そして、一番皆さんが心配しているのは経費の問題です

よね。これはどういったものなのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（飯田英樹君） 農林水産課長 中﨑亮二君。 

○農林水産課長（中﨑亮二君） 小沼議員のご質問にお答えしたいと思います。 

  今現在、向谷原地区の基盤整備に取り組んでいるところでございます。こちらにつきましては、

大洗町の基盤整備の歩みをまず申し上げますと、神山地区、広浦地区、大貫地区がですね基盤整備

が終わりまして、現在四つ目の地区ということで向谷原地区が基盤整備に取り組んでいるところで

ございます。令和3年に国の採択を受けまして、本格的に工事、そして事業が始まったところでござ

いますけれども、今現在の取り組みにつきましては、評価換地工事委員会という農家の集まりの組

織を立ち上げまして、そこでいろんな議論を進めているところでございます。 

  まずですね、農地をどのように配置をしていくべきかということの換地の計画を今、作成してい

るところでございまして、皆さんと一緒に取り組んでいるところでございます。加えて、どういう

農道にして、どういう揚配水の施設を整備するかということに伴いまして、それも一緒に取り組ん

でいるところでございまして、もうこの基盤整備につきましては、県営の事業でございまして、県

の技術の担当の方と一緒に町で取り組んでいるところでございます。 

  加えてですね、向谷原地区の事業費でございますけども、約8.5億円ほどの事業費ということで

県のほうからはお示しされております。そのなかでスキームなんですけども、財源のスキームはで

すね国が50％、県が27.5％、そして町が10％、地元負担が12.5％というスキームになっておりまし

て、町の負担については8.5億円ほどの10％の負担ということで今手続きを進めているところでござ

います。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 

○６番（小沼正男君） そのなかにはですね、地権者がやはりどのくらいの経費がかかるかというの

が一番重要な問題になってくるというふうに私は思ってるんですけれども、そのなかでね後継者が、

私たちがこの水田を耕しますよという状況になりますと、国・県のほうからですね、その町の出費

も含めて補助がされるというような状況を聞いておりますが、それでいいんですか。 

○議長（飯田英樹君） 農林水産課長 中﨑亮二君。 

○農林水産課長（中﨑亮二君） 再度の質問にお答えいたしたいと思います。 

  先ほど私のほうで、この事業費の負担割合で地元の負担が12.5％ということでありますというこ

とのお話をしたと思うんですけども、そのなかで事業完了後、担い手の農家の方に85％以上集積図

られれば、この12.5％をですね、国と県と町で支援しましょうということの事業がありまして、そ

の事業に乗るためにですね85％の集積を目指して今取り組んでいるところでございます。そういっ

た中で地元負担の12.5％の分については、地元負担がないような取り組みで今、事業展開を図って

いるところでございます。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 

○６番（小沼正男君） まさにですね、そこが一番重要なお話でありまして、先ほど課長のほうから
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の説明のなかにね12.5％、町が負担するというような話が出てきますと、議員の皆さんも、これ、

話知らないで、そんなにかかるのかよというような話になってくると思うんですよね。今ですね、

そういう状況を鑑みて、夏海地区の畑地の基盤整備ということで、これは農業委員会が進めている

重要な案件でありまして、そのなかでね、今後、夏海地区のその区画整理の話が、そういった地権

者のほうが負担がかからないでできるというような話が出てくればね、これは地権者のほうも納得

してスムーズにこの区画整理という話が進んでいくと思いますので、この辺はね、課長のほうも皆

さんに丁寧に説明しながら是非ともやっていただきたいなというふうに思っております。 

  続いてですね、漁業のほうの問題ということで、漁業者はですね後継者数はどのくらいいるのか、

そして、船の数はどのくらいあるのか、そして、今後の見通しとしてお話をいただきたいというふ

うに思います。 

○議長（飯田英樹君） 農林水産課長 中﨑亮二君。 

○農林水産課長（中﨑亮二君） 再度の質問にお答えしたいと思います。 

  本町の漁業者でございますけども 現在の大洗町漁業協同組合の組合員数は124名でございます。

そして、その124名でございますけども、10年前と比較いたしますと約25％の減少にあるところでご

ざいます。 

  またですね、漁船の数でございますけども、游漁船を除きますと108隻の登録がありまして、主

力のシラス漁を行う船曳につきましては、約50隻になります。そして、先ほども農業のほうでお話

しましたとおり、将来的、10年後を見通しますと、高齢者の方が引退すると船曳の船はですね約半

数に減少するということで見込んでいるところでございます。 

  そのようななかですね、後継者に農業を担ってもらうためにはですね、昨年度作りました総合計

画に掲げました儲かる水産業の実現に取り組む必要があると考えているところでございます。その

実現につきましてはですね、県や、そして関係機関と連携いたしまして、本町の基幹の魚種であり

ますシラスなどの品質向上を図りながらブランド化を推進し、魚価の向上に努めて所得向上に向け

て取り組んでいきたいと考えておるところでございます。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 

○６番（小沼正男君） 一次産業というのは、最近までは非常に儲からない産業ということで、本当

になかなか厳しい状況が続いてきたんですけれども、今、ウクライナ、ロシア問題から鑑みますと

ね、非常に食料事情というのは本当にこれは日本にとっても非常に重要な話でありまして、これが

日本の国内でなくなるような話になってきますと、非常にこれ、日本の食料事情としても非常に大

変な話になってきます。そういったことを考えていきますとね、なかなか国のほうでも本当に、私

はいつも思っているんですけど、農水何やってんだというふうな状況で見てるんですけども、今こ

こでお話しますと、その今の牛乳の問題、これもつい去年の暮れまではバターが足りないというこ

とで、非常に、すぐ緊急輸入しなくちゃならないということでやってたと思ったら、年明けたと思っ

たら今度は牛乳が売れないというような騒ぎで、今度は乳牛を殺しなさいと、こういった非常にこん

なことで将来大丈夫なのかというような状況が国がやってる状況なので、これはですね本当に我々
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地方のほうからもね、やっぱり国に対してもう少ししっかりやれよというような方向性で発信して

いかないと、非常にこれは難しい問題になってくるというふうに思っておりますので、課長も大変

ですけれども、今後、我々農業、委員会としてもね、そういうことも含めてやっていきたいと思っ

ておりますので、ご協力のほど宜しくお願いしたいと思います。 

  次に、大洗の商工業はということで、商工観光課長にちょっとお聞きしたいんですけども、まず

ですね、商店街はということで、今どういう状況なのか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（飯田英樹君） 商工観光課長 長谷川満君。 

○商工観光課長（長谷川満君） それでは、小沼議員のご質問にお答えしたいと思います。 

  商店街の現状といったご質問でございますけれども、町といたしましては、まず第6次総合計画

におきまして町内の事業者数を維持していくといった目標を掲げておりまして、商店街の賑わい創

出とともに創業支援や人材育成といったところを推進して、持続的な賑わいづくりを目指していく

ということにしておりますけれども、やはり現在の地域の商店街の抱える問題というのはですね、

全国的に後継者の問題が非常に大きいのかなというふうに思っております。これはですね、国・県

の各種調査においてもですね、いろいろな問題が挙げられておりますけれども、例えば地域の人口

減少の問題、あるいは店舗の老朽化、魅力ある店舗が少ないといったところもありますけれども、

そのなかでもやはり一番割合として大きいのはですね、経営者の高齢化による後継者の確保が難し

いといった問題が非常に高く取り上げられておりまして、中小企業庁の国の調査ではですね、72.7％、

また、県の町村におきましては61.1％が後継者の問題というふうに挙げられておりまして、大洗町

についてもですね同様に後継者の問題は非常に大きな問題であると認識をしているところでござい

ます。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 

○６番（小沼正男君） 商店街も本年に後継者の問題が非常にやはりあるということなんですけれど

も、一番重要なのは、本当に、町長も今回の施政方針のなかで、儲かる業態というようなお話をし

ておりますけれども、これが非常にやはり重要だと思うんですよね。後継者を育てるためには、や

はり商店主がいかにして頑張っているかというところが大事だと思うんですけれども、現状を見ま

すと、本当に商店街のなか、もう夕方以降になると人が歩いてないというような状況になってきま

すと、なかなか本当にこれでどうやって儲けるんだというような話になってくると思うんですけれ

ども、今後ね、例えば農業だとやめる方がいますから、その分を別な方が担って経営面積を増やし

ていくということで、非常にそれはそれでなんとか補ってくれる状況なんですけども、商店街とい

いますと、なかなかそういう状況にはなってこないと思うんですよね。この1万6,000ぐらいのこの

町のなかでスーパーが三つもあるというような状況を踏まえますと、非常に本当に厳しい状況なの

かなというふうには思っているんですけれども、そこでね、この対策として、もし商工観光課のほ

うで考えていればお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（飯田英樹君） 商工観光課長 長谷川満君。 

○商工観光課長（長谷川満君） それでは、小沼議員の再度のご質問にお答えしたいと思います。 
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  商店街を取り巻く現状の町の対策ということでございますけれども、まずはですね町というより

もですね地域の取り組みといったところもございますので、その辺もお話させていただきたいと思

うんですけれども、まずその地域商店街の後継者の実態といったところで、先ほど農業のお話もあ

りましたけれども商工業に関してもですね、いくつかのケースに分かれているのかなというふうに

思っておりまして、まず一つ目といたしましては、もう既に後継者がいる、または既に若い世代に

引き継いでいるといったケース、それからですね、二つ目としましては、できれば事業を続けてい

きたいが後継者がいないといったことも当然増えているといったところです。また、逆にもう一つ

につきましては、各事業の方がですね、特に後継者を必要としていない、また、次世代につないで

いく考えがないといったパターンもあるのかなというふうに思っておりまして、現実の実態として

は、そういったいろいろな要因があるなかでですね、一概に全てが後継者がいなくてどうする、大

変だというふうに言えないのかなといったところもあるのかなというふうに思っているところです。 

  また、一方でですね人口減少、あるいは大型店との競合であったりとか、また共存していくといっ

た時代に入ってきているなかでですね、こうした商店街が維持できていかなければ、例えば地域の

活動ですね。例えば消防団の活動とかにも影響が、出てきかねないのかなといった地域の課題とし

ても出てくるのかなというふうに思っております。 

  そんななかにおきまして、大洗町におきましてはですね、伝統的にですね商工会、こちらの青年

部の活動がですね伝統的にも継続的にも充実して行っているといったところで、この商工会青年部

につきましては、まさに後継者の集まりなんだろうというふうに思っておりまして、地域の活性化、

商工業の活性化に取り組んでおりまして、現在も46名で活動をしておりまして、これからの大洗町

を支えていく担い手の人たちがですね、大いに活躍しているといったところでございます。 

  また、地域の商店会組織もですね、イベント等によって地域を盛り上げていこうと頑張っている

ところでございまして、また、例えば曲がり松商店街におきましては、通りを歩行者天国にして夜

市を開催したりですとか、あるいは大洗小学校とのですね共同の事業で、曲がり松キッズ未来プロ

ジェクトというのを行っておりまして、こちらの事業につきましては、大洗小学校の6年生がですね、

実際に金融機関から資金の調達を行いまして、仕入れ、販売、そして資金の返金までを、返済まで

をですね体験して学ぶ商業体験を行っておりまして、過去には文部科学大臣の表彰を受けたりもし

ているところでございますけれども、こういった取り組みはですね、地域とのつながりを深めると

ともにですね、大洗町の将来を担う子どもたちに将来の面白さやですね、やり甲斐といったところ

を学ぶキャリア教育として大変意義あるものだというふうに思っております。 

  やはり、先ほど小沼議員もおっしゃいましたけれども、こういった担い手の育成にはですね、そ

の商店街が魅力のあるものでですね、子どもたちも将来に明るい希望が持てる環境、こういったも

のが必要なんだろうというふうに思っております。 

  また、町の取り組みといたしましては、こういった商店街のイベント等に対して支援をする「がん

ばる商店街事業」、あるいは商工会と連携をしましてですね、創業を目指す方、創業して間もない

方を対象に「創業支援セミナー」等を行っているところでございまして、創業支援セミナーの受講
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者からはですね、8件の方が実際に創業に結びついているといった実績もございます。 

  こういった状況を踏まえた上でですね、持続可能な商店街の在り方といったところを模索しなが

らですね、商売をやりたい方が事業できる環境といったものをつくるかということを総合的に考え

ていかなければならないと思っております。 

  また、もう一つ町の新たな取り組みといたしまして、昨年11月に町と商工会、そして各商店街の

代表の方がですね集まって協議や意見交換を行う場としまして、商店街の賑わい創出に向けた活性

会議というのを立ち上げたところでございます。これによって行政と各商店会との情報共有が図ら

れてですね、共通認識の下、同じ方向を向いていけるように、さらには各商店会がですね横の連携

を強めていただいてですね、一体的な活性化につなげていきたいといったところを考えているとこ

ろでございます。町の取り組みとしては、こういったところを今行っているところでございます。 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 

○６番（小沼正男君） 課長、ありがとうございました。一生懸命ね、やってるのはよくわかります。

確かに農業でもそうなんですけれども、うちの団体も農協の青年部が一生懸命頑張って将来に向け

て、ああやろう、こうやろうというような、やはりそういったね商工会の青年部のなかでもそういっ

た議論が更に深まってくれば、更に良くなってくるんではないかなというふうに思います。 

  一番私が残念だなと思っているのはね、國井町長も一生懸命頑張ってクルーズ船が今回入港する

というような話が入ってはくるんですけれども、そのクルーズ船のお客さんがね、できれば本当に

この大洗でお金を落としていただきたい。これがほかの観光地に取られてしまうのは、非常にこれ

残念でしょうがないんですよね。それはそれで本年に、現状ではなかなか難しい状況だというのも

よくわかるんですけれども、今後ね、よく商工会の皆さん、そして青年部の皆さんと、やはりよく

協議をしながらですね、本年に5年、10年後に向けた商店街づくりというのをやっていただきたいな

というふうに思います。 

  続いてですね、大洗、いろいろな業種あります。そういうなかで次、都市建設の課長にもお聞き

したいんですけれども、大洗のなかにも建設業者、今まではいっぱいおりました。現状なんですけ

れども、私の聞いてる話のなかではね、非常にここ、コロナ以降はなかなか仕事がなくて、仕事が

ないというような話を非常に多くの中小の方が言われています。こういう状況が続きますと、やは

り建設業もね非常に将来が危ぶまれると。これ、都市建設の話ではないんだかもしれないですけど

も、都市建設としてもね、今後例えばそういった中小であまり大きい仕事でもないんだけれども、

こういった町の業者にお願いしたいなという時に、いざ頼もうとした時に業者がいないというよう

な話になってくると、やはり今まで大洗って本当に職人の方いっぱいいたんですよ。これが今現状

では、本当に数えるほどになってきていると。こういう状況のなかなんですけども、課長はどのよ

うに見てるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（飯田英樹君） 都市建設課長 岡村正巳君。 

○都市建設課長（岡村正巳君） 小沼議員のご質問にお答えいたします。 

  建設産業は全体としまして地域のインフラ整備や維持管理などの担い手であると同時に、地域経
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済や雇用を支えて、更には災害時には最前線で地域社会の安全・安心を確保する地域の守り手とし

ても非常に重要な役割を担っておると思ってます。 

  しかしながら、これは全国的にもそうなんですけども、建設業の就業者数については、国土交通

省が公表しております数字を見ますと、1997年の685万人というものをピークに、今も減少を続けて

おりまして、2019年には約499万人と、27％ほど減少してしまっております。更には、年齢構成につ

いても、55歳以上が35％、一方、29歳以下の若手が11％と、高齢化も進行しておりまして、技能労

働者の減少や若手の入職の減少いった構造的な課題に直面しております。このような傾向は、大洗

町の建設産業においても同様であると考えられますので、今後は持続可能な建設産業の構築という

ものも大きな課題となっておると考えております。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 

○６番（小沼正男君） まさにそのとおりだと思いますよね。この議会のなかでも海老沢議員、元職

人さんですけども、最近あんまり元気がないんで私も心配してるんですけども、やはりね、こういっ

た高齢化というのは非常にどの業種にも影響してくる問題なんですよね。でもまあそういうなかで、

本当に今、課長が言った外人の方が大分最近は一般の人にかわってそこに入ってきてると。私の知

り合いの建設業の方も、やっぱり外人の方を使ってやっていると。なかなか地元の方が入ってくれ

ないというのも現状であるというのが現状だと思うんですけれども、本当にこれね、簡単に言って

しまうと、本当、今、課長が言ったように大洗の町のなか、災害が起きた時にも、今までは本当に、

非常に町にとっても重要な団体であって、災害などには本当に協力していただいたということもあ

ります。でも、これ災害というのは毎年きますんでね、そういった状況で年々いなくなって、いざ

災害が起きた時に、あそこ誰が土砂取ってくれんだとか、そういった話ができなくなるような状況

がくると思うんですよ。これはなかなか、これ、町の行政がどうしようかという話でもないんです

けれども、やはり将来をね考えると本当に、今まで私の家も地元の大工さんに建てていただいて、

そういうなかでは昵懇にして今でも付き合ってもらってやってるんですけども、そういう方がいな

くなると、やはりいざという時にね、なかなか動いてくれないというのは、非常にこれ、町として

もそういう時には非常に大変な状況になってきますんで、できればですね、その中小の方にも仕事

が回るような状況で是非ともやっていただきたいなというふうに思います。これは町長もわかって

いると思うんで、町長に後で聞きますんで、その点もね、しっかりとお願いしたいなというふうに

思います。 

  続きましてですね、再度、観光業のほうでちょっとお聞きしたいんですけれども、大洗町、観光

立町として今やっているわけでありますよね。そういうなかでですね、宮下地区の方々から私のと

ころにお話がありまして、非常に一般の方がトイレを貸してくださいというような状況で入ってく

ると。これは今、何ですか、大洗、神社下の神磯のところ、あそこは非常に有名になって、早朝よ

り来ると。早朝からトイレを貸してくださいっていうような状況で入っている方が大変多いという

ふうに話を聞いております。そういうなかでね、宮下地区のトイレ事情というのはどういうふうに

なっているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 
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○議長（飯田英樹君） 商工観光課長 長谷川満君。 

○商工観光課長（長谷川満君） それでは、小沼議員からのご質問でございまして、宮下地区のトイ

レの事情といったお話かと思いますけれども、宮下地区のですね大洗海岸駐車場の辺りから宮下地

区までの付近についてのトイレの事情ということでございますけれども、こちらの大洗海岸につき

ましては県営の駐車場がございまして、そちらに付帯する形で4カ所ほど公衆のトイレがございます。

ですので、県営駐車場に駐車される方につきましては、そのトイレを利用していただいていると思

います。ただしですね、議員おっしゃるように、宮下地区の神磯の鳥居付近からはですね、若干距

離が離れている状況がございます。また、初日の出などですね大勢の方が集中して訪れる際には、

足りなくなる状況もあるということも認識しているところでございます。特に混雑時といたしまし

ては、近年、元日の初日の出、それから初詣に伴いまして、夜のうちからですね大勢の方が磯前神

社を含む大洗海岸方面を目指して来られるということで、駐車場も完全にキャパオーバー、完全に

オーバーツーリズムのような状況で、トイレだけではなく駐車場、それから付近も完全にキャパオー

バーになっているというような状況で、路上駐車とか、あるいは渋滞が発生する状況にございまし

た。それをもちまして、今年の元日につきましては、役場の関係各課、また、警察を初めとする関

係機関とですね協議をいたしまして、路肩へのカラーコーンの設置などの対策を行ったところでご

ざいまして、トイレにつきましても対策として旧観光情報センターのところに仮設のトイレを6基設

置して対応いたしました。宮下地区の神磯付近を訪れるお客様のトイレの事情といたしましては、

特に混雑時においてそういった状況が発生しているのかなというふうに思っておりますので、必要

に応じて仮設トイレの設置とか、またはですね、周辺にもトイレがございますので、その設置場所

をですね情報案内などをして利用をしていただくというような対策のほうを検討してまいりたいな

と思っております。 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 

○６番（小沼正男君） 本当に宮下地区ね、ＳＮＳでも大分拡散されて、非常に多くの方が来ている

という状況を踏まえますと、今後減りはしないということを考えると、これ、公営のねトイレとい

うのも、あの辺にひとつ是非とも必要ではないかというふうに私は思うんですけれども、いかがで

すか。 

○議長（飯田英樹君） 商工観光課長 長谷川満君。 

○商工観光課長（長谷川満君） 再度のご質問でございますけれども、公共のトイレをですね新たに

整備するといった場合につきましては、まず用地の問題がございます。また、建設費用の問題です

ね。それから維持管理につきまして相当な費用がかかるといったところもございますので、なかな

か容易に設置ということは難しいのかなというところもございますけれども、また、それから混雑

時と閑散期ですね、この辺の利用の比率といいますか、そういった状況はどうなのかなどをですね、

比較検証しまして、必要性、それから効率性などをですね、それから別な対策といったところも総

合的に検討していく必要があるのかなというふうに思っております。 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 



- 130 - 

○６番（小沼正男君） 大洗町は本当に多くの観光客の皆さんで成り立っていると思うんですよ、観

光業は。やはりその観光地としてね、一番何が大事かといったときには、やはり当然、神磯みたい

なところがあれば、これが一番町にとっても財産であると。そこに来てくださる人に対して、やは

り観光地としてのイメージ、そういったところを考えると、あそこに行って民間の方のトイレまで

借りなくちゃいけないというような状況が発生しているなかで、この観光地として本当にじゃあど

うなのかというようなところが私はあると思うんですよ。検討するっていうと、なかなかこれ、話

が進まない状況なんで、そこはね、観光地として本当に、あそこは大洗町のなかでも一番の観光地

でありますんで、やっぱりイメージ的にもそういったその環境整備というのも非常に大事なのでは

ないかなというふうに思いますので、是非ともですね、あの辺に、住民の皆さんに迷惑のかからな

いような観光地として是非ともやっていただきたいなというふうに思っております。 

  続きましてですね、まちづくりに質問をさせていただきたいと思います。 

  先日ですね、茨城新聞のほうに大洗マリーナの民営化ということで、リゾート構想の拠点にとい

うことで新聞に発表されました。このマリーナはですね、県が昨年3月、隣接する3.1ヘクタールを

拡張エリアとして国から無償取得。マリーナと合わせて4.9ヘクタールを同社に売却し、一帯で整備

をするというような報道がね新聞でありました。これについて、まちづくりとしてはどこまで話を

聞いてるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（飯田英樹君） まちづくり推進課長 海老澤督君。 

○まちづくり推進課長（海老澤督君） 小沼議員のご質問にお答えいたします。 

  町としてどの程度聞いているのかというところでございますけれども、まずこの経緯に至ったと

ころ、マリーナの民営化に至った経緯でございますけれども、今、小沼議員からもご紹介ありまし

たとおり、ひたちなか・大洗リゾート構想の拠点として県では位置付けておりまして、更にそれを

推進するために民間のその資金力であったりとか企画力、運営ノウハウ、こういったものを導入し

ながら、そして財政負担の軽減を図るといったことを目的に、昨年12月に公募によってユニマット

プレシャスさんに決定したというところでございます。公募にあたってですね県から事前に、こう

いう手続で、今のお話のような形ですけれども、手続を踏んで民営化を図ってまいるということで

事前にはご説明いただいたところでございます。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 

○６番（小沼正男君） 新聞の報道によりますとね、運営する国内のマリーナ6拠点などと連携した

相互利用を進めるほかに、全長24メートルのスーパーヨットを誘致し、海外の富裕層を呼び込むな

どの事業を展開すると。そして、ここからなんですけども、拡張部にはホテルやスパ、グランピン

グ施設などを整備するほか、地元と連携したイベントを開催し、観光客誘致施設としての魅力向上

を図るというような方向性が新聞報道に出てるんですけども、この点ってお話はないんですか。 

○議長（飯田英樹君） まちづくり推進課長 海老澤督君。 

○まちづくり推進課長（海老澤督君） 小沼議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  今ご紹介いただいたのは、今回のその民間公募のプロポーザルのなかにおいて、このユニマット
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プレシャスさんが提案をした事業の内容でございます。ですので、今後実際にこの取り組みをやっ

ていくにあたっては、また改めていろいろ調整をしながら進めていくというところでございます。

以上です。 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 

○６番（小沼正男君） あそこをね民間が経営してくれるのは、非常にそれはそれとしていいことなん

ですけれども、やはりこの4.6ヘクタール、これだけの土地をですね有効にやっぱり利用していただ

いてもらうのには、やはりリゾートホテルとか、この新聞報道にも載っているようなグランピング

施設とかといった、そういう状況でないと、町内からそこに対して仕事がなくなるわけなんですよ

ね。ここにね、そのホテルができることによって、地元の雇用というのが私は生まれてくると思うん

ですけれども、町としてはその辺は、これから求めていく気はあるんですか。 

○議長（飯田英樹君） まちづくり推進課長 海老澤督君。 

○まちづくり推進課長（海老澤督君） 小沼議員の再度のご質問でございますけれども、これまで港

湾の用地の開発に向けては、過去には港湾のＰＰＰとかＰＦＩといった形で、いろいろな形で国も

一緒になりながら民間企業を探しながら進めてきたところですけれども、なかなか実現には至って

いなかったというところでございます。今回初めて大洗マリーナと合わせて、その拡張用地を使っ

て先ほどのお話のような事業を展開されるというのであれば、当然地元の雇用にもつながってまい

りますので、非常にこれ、今までにない形で土地利用をするものでございますので、しっかり我々

として後押しできる部分については対応してまいりたいと。そして、小沼議員のおっしゃるような

雇用につながるような取り組みにも協力してまいりたいと思っております。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 

○６番（小沼正男君） まさにね、せっかく、おそらく県のほうからも町には、これからそういう話

は出てくると思うんですけれども、町長としても、これはやはり今後、町としてのやっぱり雇用対

策としてのね、一環として、やはりこれはなんとか進めていかないと、せっかく民営化になっても

何ら町に恩恵がないというような話になってもしょうがない話なんで、是非ともその辺はね、町長

も含めて執行部もしっかりとやっていただきたいなというふうに思います。 

  もう一つ、まちづくりにお話を聞きたいと思います。 

  これも新聞報道の発表なんですけれども、日立市がですね新入社員に30万円を支給するというよ

うな話が新聞に載りました。これは人口減少対策として市内の中小企業に就職した新卒者に30万円

を支給する祝金制度を創設と。市外からの新卒者に住宅手当を支給する中小企業向けの補助制度も

新設するというような方向性で、非常に日立市としてもですね、やはり人口減少問題というのは非

常に深刻な問題だなというふうに私も捉えているんですけれども、まさにこれは人口対策には非常

に有効な手だなと。これ、県内では初の仕事だということで、私も注目して読んだんですけども、

あとですね、4月から小・中学校の給食費の完全無償化へ5億4,000万円を計上、転入者の住宅リフォー

ム最大100万円を補助するというような方向性で、いろんな施策を出しております。大洗町もね、当

然人口減少というのは、非常にこれ重要な問題だと思うんですけれども、これを踏まえてまちづく
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りではどのような考えを持ってるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（飯田英樹君） まちづくり推進課長 海老澤督君。 

○まちづくり推進課長（海老澤督君） 小沼議員の再度のご質問にお答えいたします。 

  日立市の例で企業にお勤めになる場合に30万円をというところでございますけれども、大洗町で

すと定住に関していくつか支援をしているところでございますけれども、もう既にですね国のほう

でも様々な手当や制度ができているなかで、改めてこの町で制度を創設する場合にですね、その制

度が一過性であって、その例えば30万円いただく、それはそれで評価されるのかもしれませんけれ

ども、その後どのようになっていくのかというところで、その辺も含めて全体的に見ていく必要が

あるのかなというふうには今率直にご質問を伺って感じたところです。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 

○６番（小沼正男君） 国でもね、岸田総理が異次元の子育て政策というような状況で話が始まりま

した。そういうなかで本当にね考えていくと、ほかの市町村でもやっていることは大体似たような

もんなんですよね。この日立市はやはりその人口減少問題というのは、あそこは県北地区で非常に

将来的にも大変だというのが、我々、今の状況からしてもそういうふうに思っていました。こうい

うその政策をね、市がするということは、やはりその危機感を持ってやってるわけですよ。大洗町

の場合は、やはりこの異次元のそれこそ子育て政策ではないんですけれども、そういったね、方向

性というのを考えているのかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（飯田英樹君） まちづくり推進課長 海老澤督君。 

○まちづくり推進課長（海老澤督君） 小沼議員の再度の質問でございますけれども、少しこの後の、

ちょっと石山議員の質問とも被ってしまうところがあるので、本当に概略だけ申し上げますけれど

も、今その定住奨励金を使ってこの町に定住、もしくは移住される方の割合で見ると、移住者の方

は大体2割ちょっとぐらいになってます。町としては、やはり新たに外から受け入れる、これも非常

に大事だと思うんですけれども、やはり一旦は外に出ていかれても、またこの地に戻ってきて故郷

で暮らしたいであるとか、それから親と近居したいと、いわゆるＵターンに対しての施策を引き続

き取り組んでいく必要があると思ってます。なかなか移住者と申しますと、やはり自然が好きだっ

たりとかですね、趣味がこの町にフィットしてっていう方のほうが多いところがあって、一旦移住

をしてもまた新たなところに土地を求めて移動される方もいらっしゃいますので、その辺も含めて

定住の在り方、引き続き取り組んでまいりたいと思います。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 6番 小沼正男君。 

○６番（小沼正男君） まさにね、そこが私がよく言ってる原子力政策のなかで、その原子力を大洗

の人口増加策に使っていきましょうという話をしているんですけども、まさにその地元に働く場所

がなければ帰ってこないんですよ。ですから、大洗町としてもね、そこは國井町長も今回の施政方

針のなかでは、それも含めて書いてありますんで、是非ともね、これを進めていかないと、もうや

はりそれだけの危機感を持ってこれからやっていかないと、非常に町としての存続がどうなのかと

いうような状況になってきますんで、是非とも今後とも頑張ってやっていただきたいというふうに
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思いますんで、最後に國井町長のほうに答弁お願いしたいんですけれども、人口対策も含めてね、

お願いしたいと思います。 

○議長（飯田英樹君） 町長 國井 豊君。 

○町長（國井 豊君） 小沼議員からは、多岐にわたりまして様々なご指摘、ご質問いただきました。

総括して言うならば、もう持続可能性、ここでずっと議論になっておりますけども、町の持続可能

性に非常に危惧を抱かれて、警鐘を鳴らす意味でのご指摘、ご質問と思っておりますので、受け止

めましたので、私どももしっかり議員のおっしゃること、共感をするもの数多くございましたので、

しっかりそうした姿勢に立って今後の施策展開を進めてまいりたいというふうに思っております。 

  まず、お金でできることと、お金でやっていっても、簡単にいえば、町でいうならば財政出動し

てできることと、そして財政出動してやってもなかなか効果がないものがあると思ってます。後継

者の問題、深刻ですけども、先ほど長谷川課長から答弁いたしましたように、いろいろなパターン

があるんじゃないかと。実際上、後継者として働いてくれることを望まない方もいるし、それから、

まず前提となる、例えば業界でいうならば議員がご指摘のように、まず儲かるということ、生業と

して成り立つというのがこれ大前提になりますが、今、成り立っても、そこに働く意欲がない方々

が非常に増えてるということも、ひとつどうするのかということが、これもう国のほうでしっかり、

教育の場であるとか、様々な施策展開によって解決をしていく大きな課題であるというふうに思っ

ておりますけども、財政出動しただけで、また、いろいろな施策展開しただけでやれるようなもの

じゃない部分もどうするかっていうことも併せて考えていく必要性があるかなと思ってます 

  その一方で、後継者不足ではありますけども、またその働く場ということでしっかり確保しなけ

ればなりませんが、今現状で申し上げますと、一体、人はどこへ行ってしまうんだろうというぐら

いに、働き手がいないというそういう現状もあるんですよ。これ、どこでどうなってしまったんだ

ろうなと。後継者いないっていう以上に、もう働く人がいないよと。担い手がいないよっていうの

が、もういろいろな業界で言われ始めております。特に建設業であるとか、大洗でいうならばホテ

ルもそうです。夜遅く来た方々に、いわゆる夕食を提供できない。なぜならば、意地悪で提供しな

い、採算性が合わないから提供しないということじゃなくて、人手がいなくて提供できないという

ような、そういう現状もありますから、一体この働く場を、先ほどユニマットプレシャスの話のな

かで働く場ということ出ましたが、私は議員が言われるように、とにかくいろいろなことをこの大

洗で展開していただきたいという思いのなかで、皆さん方のお許しをいただいて全員協議会も中座

させていただき、先方の経営陣の方々とお会いをさせていただきましたが、開口一番私に向こうか

らの問いかけは、ここは何メートル立つんですかと。ホテル建てたいという意欲、満面でありまし

て、私はもうマリンタワーあそこに立ってますから、あそこまでだったら建つんじゃないですかと。

あとは、県のここにいらっしゃる皆さん方がどう判断するかですよと話をしましたら、少し漫画チッ

クかもわかりませんが、県の方々は地元がよければもうどんどんそういう規制緩和していってやり

ましょうよと。もう脇に第一義的には、もうグランピングとかそういうことじゃなくて、もうしっ

かりとしたホテルを建てていきたいと。また、マリーナも先ほど海老澤課長が申し上げるように、



- 134 - 

増設をしていきたいというようなそんな話がありますんで、いろいろこれから連携をして、そして、

これは私どもの担当課にもご連絡があったそうでありますが、もう翌日には大洗で、すなわち大洗

町有地並びにそのほかの用地で、例えば売却をしたい、貸し地として活用したいというところがあ

れば、どんどんそういうのを開示していただけないかっていうぐらい、いろんな形でこれから大洗

に対して思いを込めてしっかりと投資をしていきたいというような、そういう考え方を述べていた

だきました。 

  一つ根底にありますのは、スピード感を持って返答なり何なり対応してもらいたいっていう、そ

ういう思いがあるそうです。なぜならば、これは、それがいいとか悪いとかでなくて、宮古島に相

当投資をされて、回収するまでにも数十年かかったと。非常にこのやり取りが、沖縄特有なのかも

わかりませんけども、非常にこのやり取り、返答でも何でも非常に遅くて、いろんなこと進む意味

でもスピード感を感じられなかったと。私はこの勢いで少し話をしましたんで、あっ、こういうこ

とでやれるならば、私どもしっかりこの大洗に根を張ってやっていきたいと、そんなこともおっ

しゃっていただきましたので、私はしっかりこのユニマットプレシャスと連携をしてやっていけれ

ばなと思っていますが、まだ優先交渉の段階で、おそらく県議会の議決も必要でしょうから、確実

に決まったわけではありませんので、先ほど海老澤課長からいろいろ答弁させていただいて、何か

物足りなさを感じたと思うんですが、まだ具体的にいろんなことを開示できるような状況下にない

ということもひとつご理解いただければというように思っております。 

  ただし、私が一つ危惧しますのは、この雇用の場を確保できますけども、かねふくさんがここへ

立地された時も業界が非常に喜びと同時に非常に危機感を覚えられたのは、すなわち人がみんな取

られてしまうんじゃないかと、今、全体的に観光業であるとかサービス業は人手が足りませんので、

むしろそういうこの雇用の場として確保したはいいけども、新しく人が流入してくれる基になれば

いいですけど、なかで奪い合いになるんじゃないかっていう、そういう危機感を抱いていらっしゃ

る方もたくさんいらっしゃるし、私もそこのところはむしろ逆で、なんとなくそういう、もしかし

たら人の奪い合いになって、そしてその外資がこれまで観光で入れなかったっていうような、外資

というのは外国資本でなくて大洗以外から入れなかったっていうのは、むしろこの時給であるとか

給料であるとか非常に高く設定された時に、地元が非常に困っちゃうんじゃないかと。要するに、

低料金でホテル宿泊料金であるとか、サービスも全部低料金でやっていますから、そんなのがなん

かこう給料が上がった時に採算性がとれないっていう、そういう危惧も抱いていらっしゃる方も聞

いておりますので、そんなところの整合性をとりながら、しっかり進めていきたいと思っておりま

す。 

  そして、後継者の問題、いろいろあちこちしましたけども、これは議員ご指摘のように切実な問

題だと思ってます、基本的には。だから、もうそろそろ対処療法的に、例えば商店街とかなんか、

長谷川課長が答弁いたしましたように、いろんなこういう事業してますよとか、そういう例えばイ

ベントやっても、それは一過性のものでしかないわけですよ。現実的に、抜本的に、なぜその後継

者がいないのかとか、本当に求めるものは何なのかとか、そういうことを少し真剣にやり取りをし
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ないとならない、もう既に遅きに失した感はあるんですが、それもう真剣に対処療法でなくて、議

員がいつも言われておりますように、農林水産省の施策と現場でかなり乖離があって、とてもとて

ももう見てられないよって、怒りを覚える、まさに同じでありまして、私どもでいろんなことやっ

ても、むしろそんなことは、もうやっても対処療法でしかないよって、向こう側は思ってるのかも

わかりませんから、もう少し本音で、本当にどうするんだと。そして、これ、役割を終えたとは言

いませんけども、時代、時代で業種とか、その在り方もそれぞれ変化しますので、今までのような

商店街の在り方でいいのかどうかっていうのを私は突き詰めて、皆さんで議論をしていただければ

と思ってます。 

  そしてまた、商店街をなぜ残すのかということも住民全体でコンセンサス、例えば財政出動伴う

ならば、私ども一般のサラリーマン層の方々に説明責任果たしていかなければなりませんから、な

ぜ商店街が必要なのかと。そして、求められる商店街機能、ただ3年とか5年じゃなくて、もう10年、

20年と長くこの継続できるような機能を、どういうことが果たして今後の我々の日常生活に必要な

のかって、これ地域社会のなかで考えていかなければなりませんから、例えばこの一次産業の方々

とか、商店街の方々、これ地元の方々っていうのは、まさにいろんな意味で公共的な役割を果たし

ていただいている消防団であるとか、そのほかのいろいろなボランティア団体に所属してやってい

ただいていますんで、まさにそういう視点からのすなわち継続を望む声というか、持続可能性を追

求するという意味合いでいけば、住民の皆さん方も納得するというか、対して説明責任を果たすこ

とができますんで、そういう視点に立って私どももしっかり進めていければなというふうに思って

おりますので、一次産業も同じでありますから、ただ、一次産業の場合ちょっと難しいのは、この

儲かるだけでなんか乗ってこないようになってしまって、もう今の若い方々、なかには例えばです

ねこの間話して時給1,000円で一日何時間ずつか働くと、あれ年収500万なるそうですよね。きっち

り働いてやると。そうすると、もうこれでいいんじゃないかと。むしろ勤めて、もう自分が行きた

い時だけ行ければいいんじゃないかと。計算すると、なんか一日1万2,000円でなにを働くと、かな

り割り増しになったり、夜、深夜働いたりすると、4、500万までいくそうでありますから、もうそ

ういうこの働き、いわゆる職業選択における考え方の、いろんな考え方、もう非常に多様性に富ん

でるということと、もう昔と違う、もう職場単独じゃないということと、終身雇用じゃないとか、

例えば年功序列じゃないとか、もういろんな、もうできれば休みが多い、もう給料は食う分だけで

いいよと、もうそんな方もたくさんいらっしゃいますんで、その辺のこともしっかり見据えた上で

在り方というのをともに一緒に考えていきたいと思います。もう一次産業、しっかり私どもで元気

が出るような環境を整える。これは行政では限界がありますから、後継者の育成っていうのは、ま

ずは今働いている、議員のとこなんかも、まさにしっかり後継者の方が頑張っていらっしゃいますん

で、それにまずは今やられている方々が自らがまずやっていただかないと、私どもが何か人んちの

子ども育てるわけにはいきませんし、後継者つくるわけにもいきませんから、しっかりやっていく。

そして、これはグループ補助金に出ましたけど、その地域に必要な例えば事業であるとか誇れるよ

うなそういう産業については、全体として後継者がいない場合はほかから持ってくるとかって、も
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うここでなくなっちゃったらとてもとてもこれ、伝統芸能的なものだったら、よく言われるんです

けど、誰かしらが担っていただかなきゃ致し方ありませんので、これはしっかりそういうものはも

う行政として、全面的なバックアップをしていく。そして先ほどちょっとあちこちしますけども、

建設業の話出ましたが、多分一人親方的な方々、法人の方々には、法人形態をとられている方々に

は、しっかり発注をさせていただいてますけども、一人親方的なとこのお話だと思いますんで、機

会を与えるということは大事でありますから、結果はわかりませんけども、むしろそういう方々の

情報をしっかり集めて、できれば地元で受注した方々にその情報を流すことで、できればこういう

方々、一回活用してみないかという話は進めていきたいと思ってます。 

  そしてこのトイレの問題ですけど、これはもう議員ご指摘、私はもう、トイレどちらかというと

近いほうですから、少し前立腺も肥大なもんで近いですから、もういろんな観光地行ってトイレが

ないというのは、もうとにかく、汚い、ないというのは、前にも柴田議員からご指摘いただきまし

たけど、まさにもうおもてなしの心がないというような思いにかられるもんですから、これしっか

り、全体的にも、場当たり的にあそこっていうことじゃなくて、全体的な大洗としてどこにあるべ

きかって、一回整理しますんで、その上で整備をしていくと。ただし、私一つ言えることは、やっ

ぱり維持管理の問題がありますんで、例えば一般の家へ駆け込んで貸してくれっていうんだったら、

これは住民の迷惑ですから考えなきゃなんないですけど、宮下の場合どうですか、皆さん観光業で

すから、少しそこは割り引いたほうがよろしいんじゃないかと思います。もう最終的に自分たちの

お客さんだと思って丁寧におもてなしするっていう、そういう考え方もあると思いますんで、でき

れば宮下の方々から、ここへ設置してくれと、管理は我々がやるよぐらいの、そういう提案があっ

たらよろしいんじゃないかなと私自身は思っておりますので、是非そういう主導的な立場、そして

何よりも行動力やリーダーシップがありますので、是非小沼議員からもそういう働きかけをしてい

ただいて、この場所にこういうふうに設置して、自分らが管理するよということをおっしゃってい

ただければ、私どもすぐに対応していきたい。ただし、駐車場の問題であるとかそういう問題、も

う地元の、自分のところで働く従業員が停めるちゃうっていう、そういうことも見えてますんで、

あんなのも全体的に整理しなければならないと思っておりますので、どうぞ宜しくお願いいたしま

す。 

○６番（小沼正男君） 終わります。 

○議長（飯田英樹君） ここで暫時休憩をいたします。なお、会議再開は午前10時45分といたします。 

（午前１０時３３分） 

 

 

○議長（飯田英樹君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４５分） 
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             ◇ 石 山   淳 君 

○議長（飯田英樹君） 5番 石山 淳君。 

○５番（石山 淳君） 今日はですね、学校給食の問題と、あと、移住・定住の問題と、あと行政財

産の問題についてお伺いをしたいと思います。 

  昨日、今村議員のほうから大洗町のお土産の件で甘いもののお土産が何かないかなというような

話ありましたけども、昨年の夏に私も山口県の周南市というとこに行く機会がありまして、お土産、

何持っていったらいいかなってずっと考えてたんですけど、結果的にいうと、昨日、國井町長が言っ

てた「水戸の梅」ですか、を持っていきました。非常に相手の方が喜ばれて、帰ってからの連絡が

ありまして、非常においしいお菓子だねというようなお話をいただきました。私も子どもの時に水

戸の梅食べて、なんかあんまりおいしくないんで好きじゃなかったんですけども、人に持っていく

にあたりまして久しぶりに食べてみようと思って、50年ぶりぐらいで食べてみました。そしたら非

常においしいんですよね。ああ、これなら持ってっても喜ばれるんじゃないかなと思って持ってい

きました。まいわい市場で売ってますので、買って持っていきましたらば、非常においしいという

ことで、また先月、その方に発送をしたところだったんですね。そういったもので、身近にあるも

ので、何ていうんですか、食べないで放置して何となく見過ごしちゃうようなものも、改めて食べ

てみればおいしいものもあるんだなというような思いがありました。 

  本題に入らせていただきますけども、昨今、給食費の無償化が非常に流行ってるというか、なん

か施策として行われているなというような感じがします。私たち振り返ってみると、昭和47年の4

月に小学1年生、國井町長も一緒でしたけども、入った時に、当時の磯浜小学校って今と同じ単独調

理型で給食が既にもうあったんですよね。そういうなかで当時の給食費、小学校1年生だから覚えて

いませんけども、多分1,000円とか1,500円とかそのぐらいの給食費だったと思うんですよね。何と

なくその給食費無償化っていうのが、私ピンとこないんですよね。というのは、給食費の無償化を

奨励する人もいれば、給食費ぐらい親の責任で払ったらいいんじゃないかというような声も大分あ

るようです。理想はですね、私は反対ではないんですが、給食費の無償化が例えば自治体でこれで

きるんであれば、やってもいいんですけども、ただ、その給食費の無償化と子どもの教育っていう

のが、どんな関係があるのか、はたまたそうしてその、この給食費のことについて調べていくと、

憲法の26条で、皆さんも御存じのとおり教育を受ける権利と受けさせる義務というとこで、1項と2

項で、2項で義務教育は無償とする欄があるんですね。それは授業料の徴収というだけをうたってい

ることなんですよね、その憲法では。一方では、その学校給食法の11条で、給食費の費用は保護者

の負担とするというような法律がありまして、そのなかで給食費の無償化をやってる自治体が、茨

城県においては市では潮来市が初めてやって、その後、町村では大子町と城里町と、今、河内町で

すか、が全面無償化をやってるという状況で、その給食費の無償化がいいとか悪いとかではなくて、

果たしてそれが教育に本当につながるのかなというような、まず思いがあります。ただ単に保護者

の負担軽減というだけなのかなというような気もするし、それではなんか子どもの教育上、あんま

りよくないような私は感想を持ってるんですけど。そこでお伺いしたいのは、今の小・中学生の給
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食費の月額と、1食当たりの金額、そして保護者の年間の負担額ですね。あと、その保護者から入金

される総額、あと、町内の児童と生徒の総数をまず学校教育課長にお伺いいたします。 

○議長（飯田英樹君） 教育次長兼学校教育課長 高柳成人君。 

○教育次長兼学校教育課長（高柳成人君） ただいまの石山議員のご質問にお答えをいたします。 

  小学校のほうはですね、まず1食当たり給食費でございますけども250円でございます。月換算し

ますと、月当たり1人当たり4,300円、こちらを年間11カ月でかけまして、1人当たり年間ですね4万7,

300円が給食費の小学校分の計算となってございます。こちらに2月現在の状況でありますけども、

児童数ですね644人をかけまして、小学校の合計といたしましては3,046万1,200円が年間かかる費用

となってございます。 

  一方ですね、中学校におきましては、1食当たり250円、月額4,500円となりますので、こちらを1

1カ月でかけますところ4万9,500円、こちらが年間の金額となってございます。これにですね生徒数

345人をかけますところ1,707万7,500円、こちらが年間かかる中学校での費用となってございます。 

  こちら小学校と中学校、合計いたしますと4,758万3,700円、このような試算となってございます。

以上です。 

○議長（飯田英樹君） 5番 石山 淳君。 

○５番（石山 淳君） 総額4,700万円ということで、これを無償化にすると町の負担になると。こ

の負担は今現在、国の交付金等の措置はありませんから、自治体の一般財源から、皆さんの税金か

ら賄われることになるわけです。そこについていろいろ今日議論をしたいと思うんですけども、そ

この考え方を教育長と町長に同じ質問をしますので、お答えをいただきたいと思います。 

  それでですね、今の生活保護世帯、準要保護世帯は無償なんですよね。一部、多子世帯も町で補

助をしていると、優遇措置があるということです。今の保護者の方から給食費の無償化というのは

要望があるのかどうかと、あと、給食費の滞納状況ですね、はどのぐらいあるのか。我々の頃だっ

たらね、これ給食費滞納なんて黒板にですね書かれちゃうような時代でしたから、今なんかやった

ら大変ですよ、これね。だからよく給食費、「またかよ。」なんてねいろいろありましたけども、

ただ、そういう時代でしたから仕方ないんですけども、あと、新年度予算編成において、その給食

費の無償化が担当課のほうで議論されたことがあるのかどうかをお伺いいたします。 

○議長（飯田英樹君） 教育次長兼学校教育課長 高柳成人君。 

○教育次長兼学校教育課長（高柳成人君） 石山議員の再度のご質問にお答えをいたします。 

  無償化に関しての保護者からの要望でございますけども、現在のところ教育委員会のほうには届

いていない状況でございます。 

  また、滞納状況でございますけども、令和3年度でございますが、こちらに関しましては0.1％の

滞納状況となってございます。また、令和4年度2月末現在の状況でありますけども、現在のところ1.

9％というようなところで、金額で申しますと15万8,000円程度の滞納が2月末現在である状況となっ

てございます。 

  またもう一点のですね無償化についての検討でございますけども、先ほど石山議員のほうから冒
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頭ございました、まず県内の状況についてお話させていただきたいと思います。 

  県内の無償化の状況でございますけども、現在、大子町、城里町、河内町、神栖市、潮来市のほ

うで無償化を実施されているところでございます。さらにですね、令和5年度からの無償化といたし

ましては、境町さんと先ほどお話ありました日立市さんのほうで無償化、さらには水戸市のほうで

中学生に対しまして無償化するというような状況で、近年におきましては無償化を実施する市町村

が徐々にではありますけども増えてきている状況は把握しているところでございます。 

  これを踏まえまして教育委員会におきましてもですね、以前よりは無償化にした場合にかかる財

政負担のシミュレーションのほうはしておりましたけども、この状況を踏まえつつも新年度予算編

成にあたりましては、従来どおりのですね給食費への一部補助のほうをですね継続していく考えで

新年度の予算編成をしたところでございます。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 5番 石山 淳君。 

○５番（石山 淳君） 今、国民の40％から50％が非正規雇用だそうです。それで、全国小・中学校

の給食費の保護者負担のお金を合算すると、おおよそで4,500億から5,000億だそうです。それで、

本当はこの給食費の無償化っていうのは、やってる自治体の首長さんも、最終的には国に求めるべ

きじゃないかというような見解で今、暫定的にやられているような自治体が多いようですね、なん

かね。それで、私もこの給食費の無償化っていうのは、最終的には国が全額もう負担するというの

が、もう当然だと思うんですよね。今、文部科学省では、学校給食法で定められている原則保護者

負担ということにもかかわらず、各自治体の判断に委ねるというような見解なんですよね。こうい

う無責任な話ってないわけでありまして、何でもかんでもじゃあ自治体にやらせんのかというよう

な話にはなってしまいますけども、ただ、そういう制度がない以上ですね、ただ、自治体、自治体

でこれ判断されて、本当に子どものために教育上必要であればですね、無償化を検討していくべき

だと思いますけども、その辺のことをですね教育長はじめ町長に、給食費の無償化と子どもの教育

の関係を具体的にお伺いしたいのと、あと、必要な場合ですね、その理由と財源の問題もあります。

それと、そもそもですね、この義務教育の無償化というのは、憲法で先ほど説明したとおりうたわ

れてますけども、その無償化、教育の無償化についても教育長と町長に同じ質問をお伺いしたいと

思います。 

○議長（飯田英樹君） 教育長 長谷川馨君。 

○教育長（長谷川馨君） 石山議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  学校給食の無償化ということについては、他市町村の給食の無償化の状況と、先ほど次長がお話

をしたとおりでございます。次長はですね、説明しなかったと思うんですが、本町では、石山議員

もわかっているように、食材への補助、また、教育・子育て支援対策として二子、三子、四子のお

金を少なくするという形、無償になっていくということまでしていると、無償化までは今いってい

ませんけども、他市町村に負けない支援はしていると自負しております。ですので、先ほど次長の

ほうからあったように、来年度の予算に関してはですね、予算運用に、この無償化に関してのもの

に関しては計上していないのが事実でございます。 
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  ただ、昨今の物価高騰によりですね、全国で経済的に困難な状況にあるご家庭があるということ

は十分承知しております。また、物価高騰により給食の価格が高騰して、給食費への影響を及ぼし

ているのも事実であるということです。本町でもですね、今年度は国の新型コロナウイルス感染症

対策地方創生臨時交付金の拡充により創設されたコロナ禍における原油価格・物価高騰対応分を活

用しましてですね、本年度は給食費を値上げを防いでですね、保護者への影響を及ぼさないように

してまいりました。 

  去るですね2月22日に日本農業新聞に、こんな記事がありました。ロシアのウクライナ侵攻や円

安に伴う物価高騰を受けてですね、小・中学校の学校給食を実施する全国約1,600市町村のうち、5

41市町村、約3割が2022年の給食を無償したという記事が書かれておりました。しかしですね、その

うちの58％、これが政府の臨時交付金の活用で措置をしたということで、次年度、一般財源での運

用に切り換えるなどを考えると頭を痛めている状況だということ。また、給食無償化を実施してい

ない7割の自治体においても、財源が最大の課題であると記載してありました。大洗町もですね、そ

ういう状況は同じであるかなと思っております。 

  先ほど石山議員が言いましたように、そもそも学校給食法において、食材費を保護者負担と規定

しており、全国的に1食約200円から300円に抑えております。大洗町では先ほど次長がお話をしたよ

うに、250円相当です。これは平成12年から22年間、消費税の増税や物価の上昇があった時でも変わ

りはありませんでした。学校栄養教諭等が献立等を十分考えてですね、給食費を値上げをせずです

ね250円相当で提供しているという状況です。今後もできる限りその努力をしていきたいと思ってお

ります。 

  石山議員のほうも先ほどお話があったと思うんですが、やっぱり学校給食費の無償化の件につい

てはですね、全国規模でですね危機的な少子化を考えていけば、国や県の政策ではないかなと私も

個人的に思っています。自治体ごとに対応していたんでは、自治体間格差が出てしまう懸念があるん

ではないかなと。そしてですね、学校給食費の無償化だけでなく、これをすることで人口が大洗町

にたくさんくるということは、私はちょっと考えられないなと思っています。ただ、私自身ですね、

この無償化を考えていくと、子育て支援の観点から考えていけば、小・中学校の給食のみの無償化

をするのではなくてですね、幼稚園、保育所、この給食に関しても何らかの支援措置をしなければ

ならないんではないかなっていうふうに思っております。さらにですね、子どもにかかる経費、教

育費全般を無償にしなければ、子育て支援にならないとも感じております。ただ、これが全てでき

るかっていうと、ちょっと厳しいものがありまして、教育費や学校給食費の無償化を考えれば、こ

れは行うと永久的に行わなければいけないということを考えますと、一般財源での運用はなかなか

ちょっと厳しいものがあるというのも考えております。 

  現状においてですね、町として無償化をしようとした場合においては、他の予算を削らざるを得

なくなっていって、多くの支障が出るのも課題があると考えています。特にですね、経済的に困難

なご家庭に関してはですね、給食費をはじめ学校費等も支援する就学援助費の利用を呼びかけて、

できるだけ経済的負担がかからないように今後もしていかなければいけないと思っています。教育
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委員会としても、今後、国や県、市町村の動向を注視しながら、給食費を無償化に進めるにあたっ

てもですね、現在の教育費に関係する経費並びに支援対策費を見直しながら、財政当局と協議を進

めて、段階的な施策をしなければいけないかなと、こういうことも慎重に考えなければならないと

思います。ただ、教育を、先ほど石山議員が、教育費と給食がどうかっていうと、やはり食育も考

えれば、給食は必要であるとは私は思っています。ただ、無償にするということに関すると、もの

すごくちょっと、まだまだちょっと検討しなければいけない部分が出てくるということで、こうい

うことを考えますと、是非ですね、議員の皆さんにおかれましては、私どもも頑張りますが、国や

県に要望等の働きかけをしていただいて、そういうことをしていただくとともに、またこれからも

いろいろご支援、ご助言を賜りたいと思っております。私のほうからは以上でございます。 

○議長（飯田英樹君） 町長 國井 豊君。 

○町長（國井 豊君） 給食費の無償化のご質問でございますが、まさに時宜を得たご質問だと思っ

ております。これは教育長がほとんどお答えしておりますので、私のほうから補足的に、もう同じ

考えですから、閣内不一致というのはありませんので、そういう考え方で私どもでお答えをしてい

きたいと思ってます。 

  まず、先ほど議員が言われますように、どの市町村も最終的に国がやるとか県がやるとか、そう

いうことを求めてというか、そういうことを想定されて、もう時限的なものとしてやられていると

いうお話をされましたけども、教育長が今答弁いたしましたように、これ1回やったら、おそらくも

うやめることできないと思います。ですから、私ども慎重姿勢でいるというのは、もうここに手を

つけてしまったら、例えば今申し上げましたように、二つありまして、一つは新たな収入源を確保

するということ。じゃあふるさと納税でやりゃあいいじゃないかということになるかと思いますけ

ども、これにはほかにもやらなければならない施策がありますから、そう簡単にいかないというこ

とです。だったら、今ある施策をやめればいいじゃないかと。ここも、スクラップアンドビルド、

ここでしっかり議論しておりますので、そういう前向きな形で、今その最終的に、後ろ向きという

か、非常にこの役割を終えたものを減らすことによって、こちらに振り替えるということであれば、

それは大いに結構なことだと思いますけども、なかなかそういう手はずがしっかりと整って、環境

が整ってからでないと、ここに踏み入るっていうことは非常に難しいかなというように思っており

ます。 

  先ほど小沼議員から日立市の事例が挙がりましたけども、非常にセンセーショナルな話ですが、

よくよく考えてみますと、何かこうただ単なる、悪い言葉でいえばばらまき的な、なんかサービス

合戦にもう入ってるんじゃないかなと、各自治体で。このいわゆる迷路に入っていきますと、何度

も申し上げているように、私どもの町というのは、非常に財政的に厳しい環境にある、いわゆる借

金の総額が100億円以上、基金はもう10億円しかないわけでありますから、そうやって考えると、も

うサービス合戦始まったら、とてもとてもそこに入っていったら私どももうかないませんし、私は

そこに行くべきじゃないというふうに思っておりますので、もうそのサービス合戦的なところでは

なくて違う形で何か施策で返せればなと思ってます。 
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  議員が言われるように、じゃあ給食費無償化にして、より良い教育の充実になるのかというと、

これ非常に難しい問いかけだと思っているんです。いろんな見方がありますので。ただ、一方で言

うならば、お母さん方、お父さん、お母さん、ご家族においては、非常にその財政といいますか、

支出の軽減にはつながりますから、それを例えば違う形で、もっともっと本を買ったりとか、学習

塾に行っていただくとか、そういうことで活用できますから、全体的に見ると非常により良いよう

に見えますけども、じゃあ私どもで無償にせずとも、もっともっとこのプライオリティ的に、それ

だけの無償化して何千万もこの無償化でいわゆる財政負担するんであれば、違う施策で還元するこ

とが考えられないかと。要するにプライオリティでありますけども、私どもで今回、皆さん方にご

提案しました、特に英語教育の充実などもそうですが、給食費の無償化と決して比較検討したわけ

ではありませんけども、こちらのほうが必要だと思って私どもは、あの英語の教育の充実を図りま

したけど、いろいろ突き詰めていくと給食費の無償化をする前に、もっともっとやるべきところが

あるのかなと。非常にわかりやすくて、非常に皆さん方の共感を覚えやすい、賛否あるのかもわか

りませんけど、一義的には非常に負担がなくなりますから誰も歓迎をされる。そして、ひとつセン

セーショナルなところもありますから、非常にやりやすいところではあるんですが、何度も申し上

げたように1回この施策をやってしまったら、もう止めることはおそらく不可能だと思いますし、ま

た、止めるべきでないというのがこの事例として考えられますので、慎重にこのところへ入ってい

かなければならないなというふうに私自身考えております。 

  今後、いろいろな環境が整えば、そのところはどういう視点で、理念というのは非常に大事です

から、目的、理念というものをしっかりと皆さん方にお示しをして、そしてそのことが合意形成が

図れるならばしっかり進めていきたい施策の一つでありますし、私のこれはあくまで個人的な感想

でありますけども、もう各自治体でやり始めてますから、いずれはもう44市町村でやるんじゃない

かなっていうような感想を持ってます。ただし、つくばなどは1億円ですか、1カ月、つくばは非常

に子どもの数多いですから、1カ月1億円、これは非常に高額所得者もいますから、公平は公平なん

です。公の公平では誰にも公平ですけど、図りの公平、政治、行政、特に政治の最も重要な機能の

一つである公平性、はかりの公平、バランスのとれた公平性ということにおいては、非常に不均衡

なものになってきますので、本来ならば、いわゆる高額所得者に給食費をしっかり払ってもらって、

その給食費で払った部分で、要するに財源振替をしないわけ、財政措置しないわけですから、その

部分で違う施策でいわゆる低所得者が恩恵を得られるところが恩恵が今度得られなくなるわけです

から、そういうことを考えると、非常にこの不均衡な施策になってくるということも考えていかな

ければなりませんので、まあしかし、時代の流れであるとか、現実であるとか、そういうこともしっ

かり、また世論であるとか、そういうものもしっかり見据えたで、皆さんから、冒頭議員が言われ

たように、どれだけ要望があるんだと、全員の方からそういう要望があれば、私どもとしてもそれ

はしっかり進めていかなきゃならない。しかし、その時に当然、何度も申し上げておりますように、

この施策を進めることで、これ全体のパイ同じですから、一緒ですから、この施策がなくなります

よ、この施策がもう少し縮小されますよっていうことは、しっかり説明しなければならない時代に
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入っている、これはもう時代というか、もともとそういう行政には説明責任を果たす役割が課せら

れておりますので、私ども何か新しい施策を展開する際には、もうこの施策を進めることで必ず財

源は何なのか、そして、またほかの施策よりも優先順位つけた理由は何なのか、さらにはその施策

を進めることで遅れる施策は何なのかということを、もしくは廃止した施策は何なのかということ

を説明した上でやらないと、いろんな施策との全体的なバランスが崩れる、整合性が図れないとい

うふうに認識をいたしておりますので、十分なそういう総括をした上で次年度以降、いろいろな意

味で展開をしていきたいと思っています。 

  そしてもう一つ、議員からありました大枠として義務教育の無償化についてですけど、これはも

う当然のことだろうと思ってます。自治体によりましては、例えば私立の小学校や私立の中学校へ

行った方々に対しての、いわゆるこの方々、いわゆる例えば授業料であるとかそういうものがかか

るわけですから、そこに補助しているような自治体もあると聞いておりますので、これは非常にも

う裕福な自治体だとか、非常にここに特化した施策展開をしているとこですけども、給食費につい

ても私立、これ、北茨城でしたか、私立の学校へ行ってる方々については、もう補助金を出すとか、

そういうものをされているそうであります。ここは全体的な、いわゆる公の公平であるバランスを

とるということなんでしょうけども、そういうようないろんなことを総合的に判断していくならば、

義務教育としてやれるところまでしっかりと進めていきたいと思っておりますので、またいろんな

意味で、ここで議論したことは非常に有意義だと思っておりますから、このことを例えば私ども町

報なり何なりで、いわゆる学校関係者もそうですけども、こういう方々にお伝えをして、どういう

皆さん方からお声があるのか、もう一度そういうことをしっかりと聴取する上で、次年度以降の施

策につなげてまいりたいと思いますので、また議員におかれましても、現地現場の声を届けていた

だければと思います。 

○議長（飯田英樹君） 5番 石山 淳君。 

○５番（石山 淳君） いろいろなご説明ありがとうございました。所得の再分配というやつだと思

うんですよね、高額所得者が低額所得者をね、公平にという話だと思いますけども。 

  この学校給食の無償化について、これ、議長どうですか、町民の皆さん、保護者の方からまだ要

望はないようですけども、教育長も先ほどの答弁で、教育委員会としても頑張って国とか県に働き

かけしていくということで、議会でも要望をしてったらどうなのかなと思うんですよね、国や県に。

今ね、保護者からまだ要望もないので、いろいろな議論を議会の中で重ねながら、徐々に要望活動

していくというようなことをやってったらどうなのかなと思います。是非ご検討いただければと思

います。 

○議長（飯田英樹君） 後ほど皆さんにお諮りしたいと思います。 

○５番（石山 淳君） はい。 

  ちょっと聞き忘れたんですけど、高柳課長に、その区域外就学と私立への入学者ですね、小・中

学生含めて、今、何名ぐらいいるのか、ちょっとお伺いをいたします。 

○議長（飯田英樹君） 教育次長兼学校教育課長 高柳成人君。 
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○教育次長兼学校教育課長（高柳成人君） 石山議員のご質問にお答えをいたします。 

  令和4年度の実績につきましご報告させていただきたいと思います。 

  様々な事情によりですね、町外の学校へ区域外就学されている児童・生徒でございますけども、

小学校のほうで3名、中学校のほうで5名という形になってございます。 

  また一方、私立小・中学校等への区域外就学でありますけども、小学校のほうで6名、中学校の

ほうで23名、このような実績でございます。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 5番 石山 淳君。 

○５番（石山 淳君） 今のね中学生がね、結構中学校上がる時に23名、町から私立のほうに行かれ

てるということで、これね教育の自由というのもありますからね何とも言えないんですけども、い

ろいろ悩ましい事態というか、生徒が少ないなかでね流出がありますので。よくわかりました。 

  あと、給食費の問題については、これで終わりにいたします。 

  小・中学校の問題について、もう一点お尋ねをいたします。近頃ですね、非常に町内で生まれて

くる子どもの数が激減しているというところで、町内に小学校、中学校、2校ずつありますけども、

だんだんだんだん生徒の数が減ってきて、今後の再編の問題とかいろいろあると思うんですが、そ

の辺の今後の方針をですね教育長にお伺いをしたいと思います。 

○議長（飯田英樹君） 教育長 長谷川馨君。 

○教育長（長谷川馨君） 石山議員の質問にお答えします。 

  小・中学校の統合ということでございますけども、今2小2中でございます。この人口減少という

か子どもたちの数を考えますとですね、令和4年に生まれた子どもが52名ということで、これは学校

でいきますとですね、4月から3月までというのが年度でございますので、それを考えますと、今49

名という形になります。これから100人になることは有り得ないなということを考えますと、この子

どもたちが小学校1年生に上がる時には49名を2小の学校で対応しなければいけないという話にも

なっていくということになると、やはり近い将来、本当に考えなければいけない部分になってくる

と。全くこの状況でずっといきますっていうわけにはいかないということで、昨年、今村議員の質

問の時にもお話をさせていただきましたが、やはり大洗町として身の丈に合ったことをやっていか

なければいけないとなると、やはり学校の再編も考えていかなきゃいけない。ただ、すぐに来年か

らやりますとわけにいかないので、これから徐々に徐々にいろいろ検討していかなきゃいけないと

いうことで、これは学校ばかりではなくてですね、町の公共施設全体を考えなければいけないと思

うんです。学校をまさに統合した時には、残った施設はどうすればいいんだとか、そういうふうな

議論も議員の皆様と一緒に考えなければいけないということで、先般ですね人口減少等に対応した

今後の公共施設の在り方検討会というのを副町長と私で一緒に立ち上げさせていただいて、今、庁

内の課長と一緒に様々なことで議論をしていきます。その後、議員の皆様にもご説明したり、町民

の方にも説明しながら理解していただいて、じゃあいつからなんだっていう話になっていくと思い

ますが、足元を固めていかなければ、その先へ進んでいきませんので、そういうことを今検討しな

がらやっております。 



- 145 - 

  近い将来といった時に考えますと、令和9年、10年あたりで大洗小学校、大洗一中に一つに統合

できる、今の数でです。これが先ほど区域外という中学校に行ってしまう、小学校からっていうこ

とになってくると、また更にちょっと加速するかもしれませんが、9年、10年には大洗小学校、大洗

一中のほうに全て対応できる人数になっております。ただ、この特別支援の学級を考えていくと、

ちょっとそれはまた別になってきますが、全総数で考えるとそうなります。大洗南中、大洗南小で

考えると、もう少し後になっていくという形になりますが、いずれにしろ何かしらの策を講じてい

かなければいけないというふうに思っております。 

  まだ、今はここまでのことしかお話はできませんが、やはり学校だけではなくて、何度も言いま

すが、公共施設全てを見直しながら、利活用も含めてですね考えていかなければいけないと思って

おります。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 5番 石山 淳君。 

○５番（石山 淳君） この問題につきましては、教育長の先ほど副町長の検討委員会を作られてい

るということなので、しっかりと議論していただきたいと思います。我々も、議会も、しっかりと

そういうことを議論していきたいと思います。 

  続きまして、先ほど小沼議員のほうからも出ましたけども、移住・定住の促進策についてであり

ます。 

  これまで町でもいろいろな移住・定住促進策、奨励金だとかいろいろな支援策を施してはいます

けども、全国どこの自治体でも今ねこういう支援金なんかはもう、先ほどの國井町長の話じゃない

ですけども、サービス合戦みたいな形になっちゃっているようなとこもあると思います。 

  先日、面白いニュースでですね、山口県の周防大島町というとこに、そこは瀬戸内のハワイなん

て言われているところらしいんですけど、特産品がミカンで、そこに高額納税者が移住してきたなん

かというニュースがありました。それは海外でなんか事業をされてる方が、なんかその周防大島町

に移住してきて、当初予算でなんか4億8,400万のその町民税が、その方が転入したために27億4,10

0万のなんか納税があったみたいなんですよね。こういう面白い話もあるので、なかなかいいなと

思って読んでたニュースなんですけど、それでそこの町長はそのお金を受け取ることによって交付

税が受けらんなくなっちゃうおそれがあるので、国からの、それをほとんど財政調整基金のほうに

積み立てをするというような施策をして使い道を考えるなんていう話も、明るいニュースもあるん

ですよね、こういうね。だから、そういったことが大洗町にもないわけではないと思いますので、

非常に明るいニュースでいいと思います。 

  海老澤課長にお伺いしたいのは、今までいろんな施策をやってきてるんですけども、努力もき

ちんとわかってますので、その実績がどのくらいあったのかちょっとお伺いいたします。 

○議長（飯田英樹君） まちづくり推進課長 海老澤督君。 

○まちづくり推進課長（海老澤督君） 石山議員のご質問にお答えいたします。 

  大洗町では移住・定住者向けの支援策としましては、定住奨励金、それから三世代同居リフォー

ム補助金、あと、茨城県と大洗町を含む38の市町村で連携するわくわく茨城生活実現事業と併せて、
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民間事業者向けに民間宅地開発事業と、四つのメニューを今用意をしているところでございます。 

  このうち最も活用されているのは、定住奨励金でございまして、平成26年度に創設以来、町内に

新たに住宅を取得した方向けに広報しているものですが、26年度から令和3年度までの実績で申しま

すと282世帯995人がこの制度を活用し、定住をされております。このうち町外からの移住者につき

ましては68世帯215人という形になってございます。また、年度途中でございますけれども、令和4

年度につきましては、2月20日現在ですが31世帯114名の方がこの制度を活用し、このうち町外から

の移住は9世帯31名となってございます。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 5番 石山 淳君。 

○５番（石山 淳君） 多くはないけども、それなりに実績というか効果は出てるんですよね。これ

以上効果を求めるということになると、中長期的な施策が必要なんですよね。これ、この間、境町

で私たちが見てきた土地を町が取得して建物を建てて、20年間住まわせるというあの方式でもやら

ないと、これ以上の増加というのはないんですよね。ただ、この施策っていうのは、すごい財政出

動を伴いますので、1世帯造るのに大体2,000万前後かかりますよね。2,000万を一時的に出さなく

ちゃなんないと。それを家賃で回収してって、あと町民税が発生しますから、20年間の町民税とど

のくらいの帳尻が合うのかわかりませんけども、ただ、境町さんに聞くと、それ帳尻が合うんだと

いうような話でしたので、本当にその対策するんであれば、そういう中長期的なものが必要になる

のではないのかなと。ただ、これについても、やっぱりじゃあ移住者を何人増やせばいいんだと、1

00世帯で例えば1,000人、10年で増やせばいいのかっていうような問題があると思うんですよね。そ

の増えれば増えれば増えるほどいいんでしょうけども、ただ、具体的に今年は何世帯で何名増やす

なんていうような目標を立ててやっていくべきなのか、そんなことはとてもとても担当課としてで

きないのか、そういうなかで、新たな取り組みというのをもし海老澤課長のほうでお考えがあれば、

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（飯田英樹君） まちづくり推進課長 海老澤督君。 

○まちづくり推進課長（海老澤督君） 石山議員の再度のご質問でございますけれども、今、まさに

ご紹介いただいたのは、ＰＦＩ方式で住宅を造って、国の交付金と民間の資金を使って建設から維

持管理、運営までするスキームでございます。境町さんの事例で申し上げますと、そこに入居され

る方も子育て世帯、それから新婚世帯ということで検討していますので、そういった先進的な事例

を見ながら、我々のほうも当然魅力的な事業でありますので前向きに考えていきたいと思っており

ます。 

  ただ、その一方でですね、大洗町、行政面積が44市町村中43番目、2番目に小さい町でして、更

に可住地面積でいいますと、県内で一番小さいところがあります。ですので、これに見合った用地

を、まず町が取得できるのか、財源も含めてですね、そういったところもありますので、それが将

来負担につながることも考えていかなければいけませんので、人口ビジョンで1万2,000人を目指す

ためには、毎年、子育て世帯2世帯ぐらいが入居していくような施策を取り組まなければいけません

けれども、いろいろな形をミックスしながらベストな方向で取り組んでまいりたいと思っておりま
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す。以上です。 

○議長（飯田英樹君） 5番 石山 淳君。 

○５番（石山 淳君） これもですねやらないわけにもいかないというところで、非常にこの厳しい

その施策だと思いますよね。なかなかこっちが思うようにやっても、なかなか移住してくれる人が

いなければ増えないというような。先ほどの境町方式みたいなのもありますけど、あと一つは住民

税の還付なんかもやってるんですよね。住民税預かったやつから子どもが1人生まれたら10％戻すと

か、そういうようなこともやってるようですよね。境町もやってるけども、宮城県の七ヶ宿町って

いうとこでもそういうような施策をやってて、この町というのは、山形県と福島県の県境のとこに

ある町みたいですけども、そこもやっぱり移住・定住策で家を提供して家賃取って20年後に例えば

無償譲渡するような施策をとってるようです。そこも結構実績残してるような、人口増につながっ

てるような効果が現れるというところですね。 

  この境町でやってる今のその20年間経ったら無償譲渡っていうのは、かなり移住してきた人に

とってはメリットがすごくあるんですよね。それは、家賃が境町だと5万2,000円かなんかで、20年

間払い続ける、家賃だけで済むわけです。その間、普通は住宅購入すれば住宅ローン組まなくちゃ

ならないし、住宅ローン組めば当然借入金になりますから、利息も払わなくちゃならないし、余分

な経費ですね、自分のものになれば維持管理費もかかるわけですから。そういうのを20年間積み重

ねて考えると、何百万って結構浮くんですよ、お金がね。そのお金を子育てのほうに、大学とかそ

ういうものに進学なんかにお金回せるので、あの制度っていうのは非常に私はいいものだなと思

うんです。ただ、先ほども言ったとおり、一時的な財政出動が1世帯当たり2,000万ぐらいのものを

供給しなくちゃならないので、これは結構負担になるとは思いますけども、将来的にはそれが結果

的に実を結ぶんではないのかなという気がします。ただ、だからといって1,000人も2,000人も増え

るわけではないんですよね、これはね。ただ、何もやらないわけにもいかないということで、結果

を残すんであればそういう思い切った施策というのが必要なのかなというふうに思います。移住・

定住策についてはこれで終わりにします。 

  あと時間がないので、清宮課長のほうに、行政財産の件でお伺いをいたします。 

  町内に各集会所がありますけども、前からねいろいろ議論になってるところでありますけども、

この町内の各集会所については、使用頻度の高い場所の集会所と、あと、使用頻度が本当に少ない

集会所が、もう分かれちゃってる、そういうふうな傾向にあると思うんですけども、その各町内に

ある集会所の今後の在り方ですね、を清宮課長にお願いいたします。 

○議長（飯田英樹君） 総務課長 清宮和之君。 

○総務課長（清宮和之君） 議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、現在、大洗町で集会所、もしくは集会所のですね機能を有している建物がいくつあるかと

いう話になりますと、総務課所管で20、あと、農林水産課所管で、いわゆる集落センターというの

が四つございます。あと、都市建設課で所管している町営住宅のですね集会所が2カ所ありますので、

いわゆる集会所機能といわれているものは26あるということでございます。 
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  これを建築年で見てみますと、ほぼほぼ同時期にこれ建てられているというのが現実でございま

して、同じ時期に建てられているということは、同じ時期に壊れるというリスクが当然あるわけで

ございまして、そのなかで先ほど来、教育長のほうからも答弁がございましたとおり、町の公共施

設をこれからどうやっていくのかっていう考えのなかでの集会所の位置付けといたしましては、先

ほどの答弁でございましたとおり、各施設の利用状況ですね、まず利用頻度の問題がまず一つとい

うのと、あと、集会所自体が独立して採算性があるのかという収支状況というものが、まずあると

思いますし、あとは建物の劣化状況ですね。同じ時期に建てられても建物の建っている場所によっ

ては、すごく傷んでいる集会所もあるでしょうし、そうでない集会所もあるだろうと。あとは集会

所の用途を廃止した場合ですね、ほかに利用できるものがあるのかどうかというものも考えなきゃ

いけないでしょうし、あとは集会所の密集度ですね。こんな近くにたくさん存在しちゃっていいの

かという考えもあるでしょうし、そういうものを総合的に勘案して、じゃあこの人口規模でいくつ

の集会所が適正なのかというと、なかなかこれ答えはないところでございますので、あとは集会所

の機能というのは、一般的にほかの公共施設でも代用ができるような施設だと思うんですよね。そ

れはバックグランドとしては集会所の機能は本当に何十年前と今とでは、ちょっと変化してきてい

るのかなっていう情勢があると思います。今でいうと集会所で一般住民の方が集まって何かやりま

しょうということで使われているよりも、むしろ行政事業のほうのサロンですとか、リハビリ体操

ですとか、選挙は投票等で使わせていただいてますけども、あとは防災面からいけば全ての集会所

が避難所として指定されているというような現実もございますので、そういういろんな要素を勘案

しながらですね、これ26個の施設を全部将来に建て替えていくというのは、ちょっと現実的には

ちょっと考えづらいところでございますので、先ほどから言われますように、持続可能で将来的な

財政負担を防ぐ、縮小していくという考え方は、もう一致しているところでございますので、その

辺を勘案いたしまして、いろんな利用状況とかそんなのを今から精査いたしまして、効率的なです

ね集会所の在り方というのを全庁的にですね、一つこっちのほうで施設を廃止すれば、こっちは集

会所で使えますよねみたいな有効的な利用を図っていきたいというふうに考えております。宜しく

お願いいたします。 

○議長（飯田英樹君） 5番 石山 淳君。 

○５番（石山 淳君） 清宮課長、ありがとうございます。いろいろ使用頻度の少ないところもある

ようなので、その辺の今言われる、清宮課長言われる密集度ですよね。集会所が同じ地域に固まっ

ているような地域もあるようなので、そこは統合するとか、そういうのを考えていかないと、なか

なかやっぱりその、何ていうんですか、集会所の在り方というのは、もうずっと前から議論してい

るわけですから、そこはきちんといろいろ考えていってほしいなと思います。 

  最後に町長、移住・定住と、今の集会所の件でお願いします。 

○議長（飯田英樹君） 町長 國井 豊君。 

○町長（國井 豊君） 多目的に見ますと、この移住・定住策、もうほとんどといっていいぐらい、

何か名目をつけて、財政出動して、それぞれの皆さん方にお金をお配りしているっていうのがほとん
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どだと思っております。これで本当にインセンティブが働いているのかと。これ劇的に自分の生活

が変わるとか、良くなるとか、金額でいうならば、これは金額の人によってその考え方の多寡はあ

るでしょうけども、1,000万とか何千万とか何百万とかって配れば、これは劇的にそのインセンティ

ブになるかも、変化がありますから、インセンティブになるかもわかりませんけど、現実に何か奨

励的な意味合いのほうが強いわけですよ。我々の自己否定に少しつながりますけども、施策として

本当にこれが機能してるのかというと、どちらかというと、理念とさらには将来的な意味合いでし

かないのかなというのが私の感想であります。ですから、先ほど来から申し上げているように、も

うサービス合戦なってったら、私どもなんてかないませんから、ここに入らずに、もっと違う形で

少し知恵を絞って、例えば大洗町であるならば、すなわちそういう奨励金とかはないけども、役所

へ行かなくても全てのことが完結するとか、意思決定が早いとか、ほかのところいろんなことをや

らなくても、様々なこの何ですか生活が非常にこの行政との関わりのなかで潤いが持てるものにな

るとか、違うことでやっていかないと、なかなかうまく機能しないんではないかなというように思っ

ておりますし、また、やらざるを得ないのかもわかりませんが、しかしそうでしょうか。本当にこ

れをやり続けることができるのかというと、非常に疑問なところがありますので、私ども今後その

移住・定住については、もう少し抜本的に、どうやったら皆さん方が移住していただけるのか、定

住していただけるのか。もう日本全体で人口減少社会に入ってますんで、もう取り合いみたいな、

奪い合いみたいなことになっておりますし、ただ、一人一人それぞれ思いがありますから、私もい

ろんな方に言われて、私がこう答えてしまうのは、もうこれは開き直りに聞けるかもわかりません

けど、人の移住だとか定住は私はそんなに簡単にできると思いませんよと。なぜなら、じゃあ皆さん

も北海道へ来てくれといったからって行くんですかと。究極はそこなんですよ。昔は結婚であると

か職場であるとかで移住・定住、また、学校なんかで移住したり、なんかいわゆる移転したりする

でしょうけども、なかなかそういうこと以外でインセンティブを働かせるっていうのはどうなのか

なと。ですから我が町のこの特色をもう少し生かした形で、例えば先ほど小沼議員ともやり取りし

ました新しくこういうホテルができると。そこで仮にレストランがあれば、そのレストランが近く

で行けるとか、もうそういうことをもう少し住民の皆さん方と話し合いながら、距離感を縮めるこ

とによって、より良いその行政の方向性というのを見出すことで移住・定住の促進につながればと

思っておりますので、単純にこのお金を配ったからいいっていう、みんなそれで来てる人なんて全

く私は今のような金額で、3万、5万、10万のお金でじゃあ移住しようかって、移住費のほうがもっ

とかかるわけですから、そういうことはないと思っておりますので、決して今やってることが無駄

じゃない、理念的なもの、要するに新しい方々を迎え入れますよっていう考え方をお伝えすること

においては、またもう新旧なく、区別なく、更には新しい方を受けられるそういう大洗町であるよっ

ていうことの意思表示としては私は役立っていると思いますので、しっかりそういう意味では進め

ていきたいと思っています。 

  そして、この境町が進めていることの一つは、とてもとても私もいいと思うんですが、問題は土

地の確保ができないと思います。そして、また大洗はほかと比較すると、高額、比較というのはす
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なわち金額の多寡ではなくて、この全体的なところで見ると、議員も御存じのように非常に高額で

ありますので、それだけの用地を確保することができるのかということが、私は究極のその課題に

なると思いますので、慎重にできれば進めていきたいなと思ってます。 

  それから、再三にわたりここでお話して、昨日も和田議員と議論をさせていただきましたけども、

すなわちこのスクラップアンドビルドについてですが、昨日、私申し忘れましたけども、やっぱり

しっかり情報公開を進めて、住民の皆さんにも理解をしていただく、現状を。じゃあこうなんだっ

ていうこと、もうほとんどの方々は無理難題言われる方もいらっしゃらないし、しっかり私どもで

説明していけば、もう一人残らず説明して理解していただけるという、そういう思いのなかで、そ

ういう想定というか、そういう考え方のなかで私どもは説明の限りを尽くしていきたいと思います。

そうしないと、逆にこのスクラップアンドビルやろうにも、一切進まないというふうに思っており

ますので、まずこの集会所の在り方を、例えば昨年も町報で財政状況をご説明しましたように、集

会所の在り方というか、集会所のこの現状、集会所の使用頻度であるとか、今、いろんなことを課

長のほうから申し上げましたけども、こういうものをしっかり皆さん方にまずご提示を申し上げて、

そして現状、そして今後かかるであろう、現にここに投下してる予算、さらには今後かかるであろ

う例えば大規模な修繕費であるとか、そういうものについてしっかりとお示しをして、果たして皆

さんいかがなもんでしょうかって問いかけをすれば、ゆっくら健康館も同じげすけど、そういう問

いかけをすることで、まず皆さん方に理解をしていただけるんでないかと、非常に楽観的な物言い

かもわかりませんけど、道筋をしっかりつけた上で、一つ一つ丁寧に進めていきたいというふうに

思っております。学校の、これ統廃合についてもそうですけど、どんな皆さん方にご説明しても、

例えばお話してもですね、48人、50人弱のところを2校に分けるってどうですかって聞いたら、いや

いやこれはもう今の学校維持しろなんていう人は、私は皆無だと信じておりますので、できるだけ

現状をお伝えして、そして将来のいわゆる方向性と申しますか、将来のあるべき姿を皆さん方にお

示しをすることで理解、促進を図り、更により良い方向性をしっかりと形にしていくという手続を

私どもで進めていきたいと思いますので、またこれは当然、議会の皆さん方と一緒に一体となって、

心を一つにしてやっていかなければなし得るものではありませんので、頑張ってやっていきたいと

思いますから、是非またいろんな意味でご指導、ご助言をいただければと思っております。 

○議長（飯田英樹君） 5番 石山 淳君。 

○５番（石山 淳君） 終わります。 

○議長（飯田英樹君） 以上をもちまして、町政を問う一般質問を終了します。 

 

 

          ◎散会の宣告 

○議長（飯田英樹君） 以上をもちまして、本日の日程は全て終了しました。 

  次の本会議は、明日3月8日午前9時30分から、2名の議員による町政を問う一般質問を行います。 

  本日は、これをもって散会といたします。 



- 151 - 

  各位大変ご苦労様でした。 

 

散会 午前１１時４５分 

 



- 152 - 

 

 

 

 


